
1　事業の概要

①　成果目標（H24)

②　事業内容

　国庫支出金
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２　今後の事業の方向性
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今後、事業

をどのよう

にしていき

たいか。

　　□ 事業を実施しない　　　　　□ 事業を見直して実施　　　　　■ 事業を現行どおり実施

地域医療を担う医師の確保や医師の地域偏在の解消などのため、　医学生修学資金貸与者の配置や総合医の養成を中心に、引き続き

検討する。

目標に対

する成果

の状況

　計画どおり協議会を３回開催し、医学生修学資金貸与者に係る配置基本方針や総合医の養成について検討していただいた。
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 概算事業費（B（A）+C）
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前年度繰越

208

開催回数

24年度24年度24年度24年度

２回

項目

416420

当初予算

25年度

620 416

事業内容

協議会の開催 直接

実施方法項目 H24事業実績

成果 達成状況

521 416

目標

区　　分（単位：千円） 22年度 23年度

H25

目標

現況

（見込）

 医療法第30条の12第１項、信州医師確保総合支援センター設置要綱、医

療施設等運営費等補助金交付要綱、地域医療再生計画

現状

620 521 416

施策の総合的展開

6-1　健康で長生きできる地域づくり

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

H24 H25

（当初）

協議会を年３回開催し、医師確保対策及び医師確保総合支援センターの業務内容等について協議し、施策に反映する。

県内の医師確保に関する情報の共有化、医師の確保・定着及び地域医療の充実について検討を行うことにより、今後の医師確保対策に

反映する。また、「信州医師確保総合支援センター運営委員会」としてセンターの運営や業務内容について、必要な検討を行い業務内容

等の改善・充実を図る。

 成果目標：人口10万人当たり医療従事医師数　205人（H22）　⇒　230人（H29）

○設置根拠：平成18年の医療法の改正により、医療従事者の確保や必要とされる医療の確保に関する事項について協議、公表することと

された。また、平成23年度からは「信州医師確保総合支援センター設置要綱」により、運営委員会と位置付けている。

○年１回から３回開催し、医師確保に関する施策や信州医師確保総合支援センターの業務内容について、ご意見・ご提案をいただいて

いる。

□県でなければ実施不可　【左記の説明、根拠法令等】

□民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有

協議会を３回開催した。

県が関与

する理由

（決算） （当初）

達成３回 ３回

事業改善シート （２４年度実施事業分）　　□予算要求　　□予算案　　　■点検

事　業　名 長野県地域医療対策協議会長野県地域医療対策協議会長野県地域医療対策協議会長野県地域医療対策協議会
担

当

課

部局 健康福祉部

課・室

４-4-3　健康づくり・医療充実プロジェクト         E-mail

医療推進課医師確保対策室

620

成果目標の達成状況

合計

２回

Ｈ２４

doctor@pref.nagano.lg.jp

（単位：千円）　

事業番号 04 04 02

■法令等義務 □内部管理
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３医療従事者の養成・確保 実施期間 H17 ～

目指す姿


